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議案第 ３ 号 

    

野田市小中学校結核対策委員会委員の委嘱について 

 

 野田市小中学校結核対策委員会設置要綱（平成１９年野田市教育委員会告示

第１０号）第３条第２項の規定により、次の者を野田市小中学校結核対策委員

会委員に委嘱する。 

 

 平成３１年４月２４日提出 

 

                野田市教育委員会教育長 佐藤 裕 

 

氏   名 備  考 

松本
まつもと

 良二
りょうじ

 野田健康福祉センター所長 

清水
し み ず

 龍
たつ

哉
や

 野田健康福祉センター技師 

遠藤
えんどう

 恵美子
え み こ

 学校長を代表する者 

古矢
ふ る や

 浩
ひろ

祥
よし

 学校長を代表する者 

石崎
いしざき

 有里
ゆ り

 保健主事を代表する者 

小泉
こいずみ

 夕子
ゆ う こ

 保健主事を代表する者 

武田
た け だ

 美幸
み ゆ き

 養護教諭を代表する者 

根本
ね も と

 ま衣
い

 養護教諭を代表する者 

 平成３１年 ５月 １日付委嘱 

 平成３１年１０月３１日満 了 
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提案理由 

 平成３１年４月１日の人事異動に伴い、残任期間について新たに委嘱しよう

とするものである。 
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○野田市小中学校結核対策委員会設置要綱（抜粋） 

（組織） 

第３条  委員会は、委員１５人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。  

(１ ) 野田保健所長 

(２ ) 結核の専門医 

(３ ) 学校医を代表する者  

(４ ) 一般社団法人野田市医師会を代表する者  

(５ ) 野田保健所の技師  

(６ ) 学校長を代表する者  

(７ ) 保健主事を代表する者  

(８ ) 養護教諭を代表する者  

(９ ) 学校教育部長 

(10) 学校教育課長 

（平 25教委告示 10・一部改正） 

（任期等） 

第４条  委嘱する委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２  委員は、再任されることができる。  

３  前条第２項第１号から第５号までの委員は、非常勤の特別職とする。  



委員構成区分 氏　　　名 備考

社団法人野田市医師会代表 岡田　一芳

結核の専門医 金本　秀之

結核の専門医 山内　俊忠

学校医代表 畑野　秀樹

野田保健所長 松本　良二 新任

野田保健所結核担当者 清水　龍哉 新任

学校長代表 遠藤　恵美子 新任

学校長代表 古矢　浩祥 新任

保健主事代表 石崎　有里 新任

保健主事代表 小泉　夕子 新任

養護教諭代表 荒川　千晶

養護教諭代表 武田　　美幸 新任

養護教諭代表 根本　ま衣 新任

※学校教育部長 長妻　美孝

※学校教育課長 船橋　高志

野田市小中学校結核対策委員名簿　

任期　平成３１年５月１日から平成３１年１０月３１日まで
※学校教育部長及び学校教育課長の任期は、野田市小中学校結核対策委員会設
置要綱条例第３条第２項により、当該職にある期間とする。
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